
標準ペナルティー指針 

 

 

帆走指示書の規定に従い、レース委員会は下記の通り標準ペナルティーを適

用する。この違反に対する得点の略語はＳＴＰとする。 

また、レース委員会は標準ペナルティーを適用せず抗議することも出来る。 

 

違反した規定 適 用 す る ペ ナ ル テ ィ ー 

SI 4.2（健康チェック） 
その日の最初のレースに一人につきペナルティー1

点を課す。 

SI 5.2（Ｄ旗への違反） その日の最初のレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 5.3（Ｙ旗への違反） 最も近いレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 17.1（出艇申告） その日の最初のレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 17.2（帰着申告） その日の最後のレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 17.3（リタイア報告） 最も近いレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 17.4（安全備品） 最も近いレースにペナルティー1 点を課す。 

SI 18（ゴミの処理） 最も近いレースにペナルティー1 点を課す。 
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